
令和５年度唐津市がんばる地域応援事業補助金（地域力促進枠）実施 

要領 

（趣旨） 

第１条 令和５年度唐津市がんばる地域応援事業補助金（地域力促進枠）（以下

「補助金」という。）に該当する事業について、唐津市補助金等交付規則（平成

１７年規則第４２号。以下「規則」という。）及び令和５年度唐津市がんばる地

域応援事業補助金（地域力促進枠）交付要綱（以下「要綱」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の申請） 

第２条 補助対象事業の申請は、年度を通して１団体につき１回までとする。 

２ 要綱第２条第１項第１号に規定する小さなチャレンジ事業に申請を希望する者

は、所属する地域まちづくり会議に補助対象事業を報告しなければならない。事

業を完了したときも同様とする。 

３ 令和５年度唐津市がんばる地域応援事業補助金交付要綱第２条第１項第１号に

規定する地域の連帯感の醸成及び活性化を図るソフト事業の補助対象事業者は、

本事業に申請することができない。 

４ 要綱第２条第１項第１号に規定する小さなチャレンジ事業の申請者は自治会、

町内会、区等の地縁団体の代表者とする。ただし、地縁団体と任意団体で構成さ

れる実行委員会を実施主体とすることができる。 

（補助対象期間） 

第３条 補助の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、原則として

交付決定日から令和６年３月３１日までとし、市長が認めた期間とする。ただし、

要綱別表に規定する事務費の補助対象期間は、要綱告示の日から令和６年３月３

１日までとする。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費は別表１に掲げる経費とし、次のとおりとする。 

(1) 旅費は、事業遂行に必要な先進地視察又は研修にかかる交通費の実費額のみ

を補助対象経費とし、別表２のとおり定める。 



(2) 個人が所有する物品に係る使用料及び賃借料は、刈払機、バックホー又は貨

物自動車等の動力を有する機械類のみを補助対象経費とし、別表３に掲げる額

を上限とする。ただし、個人に対して機械の使用に必要な燃料費又は消耗品費

等を実費により弁償するときは、使用料及び賃借料を加えて支払うことはでき

ない。 

(3) 謝金は、講習会の講師等への謝礼並びに交通費及び宿泊費の実費額を補助対

象経費とし、別表４に掲げる額を上限とする。ただし、講師、出演者等への謝

礼に限り、見積書等の積算根拠を明らかにした書類を提示する場合は、上限を

超えて支払うことができる。 

(4) 補助金交付決定後、災害、新型コロナウイルスのまん延等、事業を変更又は

中止する場合、中止までに要した費用及び中止のために必要な費用は認めるこ

ととする。 

（補助対象外経費等） 

第５条 補助対象外経費は、次のとおりとする。ただし、事業目的の達成のために

必要不可欠で、かつ、事業の重要な要素と市長が認める場合は除く。 

(1) 事業の実施に係る経費のうち、個人の移動に係る交通費又は個人の電話代等

の団体運営に係る恒常的な経費は、事務費を除き補助対象外経費とする。 

(2) 旅費のうち、団体の懇親を目的とした旅行又は娯楽性の高い施設等を目的地

に含む視察研修等に係るものは補助対象外経費とする。 

(3) 消耗品費のうち、会議、打合せ、イベント等で使用される食糧等は対象外経

費とする。ただし、ボランティア又はイベント等の運営従事者に提供する場合

に限り、アルコール類を除く飲料水等は補助対象経費とし、別表５のとおり定

める。 

(4) 参加者に対する記念品又は景品等の物品提供に要する経費は補助対象外経費

とする。 

(5) 事業実施会場等において整理・警備等に当たる日々雇用等の賃金及び電気・

ガス等において恒常的にかかる光熱水費等は補助対象外経費とする。ただし、

臨時的に使用する電気・ガス等の光熱水費等において事業の遂行に直接必要な



経費は除く。 

(6) 事前調査、出演交渉等に要する経費は補助対象外経費とする。ただし、有料

の資料等入手に必要な経費を除く。 

（補助金の概算払） 

第６条 市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を

概算払することができる。 

（財産処分の制限） 

第７条 要綱第１１条に規定する財産処分の制限について、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定めのない財産の財産処分

を制限する期間は、購入後５年間とする。 

（補助に関する表示） 

第８条 補助事業者は、事業の実施に際して補助金による補助事業である旨の表示

に努めなければならない。ただし、ソフト事業は、広報物において「この事業は、

唐津市がんばる地域応援事業補助金（地域力促進枠）を受けて実施されています」

等の当該補助金を受けて実施する事業であることを明確に表現した表示を行うも

のとする。なお、表示にかかる経費は、助成対象とする。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度に行う補助対象事業に

適用する。 

  



別表１（第４条関係） 

経費項目 内  容 

事務費 地域まちづくり会議の運用に係る経費 

旅費 事業遂行に必要な先進地視察又は研修にかかる交通費 

消耗品費 

その性質又は形状が短期間（１年以内）若しくは一度

の使用によって変質、消耗、価値消滅、又は損傷しや

すいもので、長期間の保存に耐えないもの 

原料又は材料に要する経費（砂、セメント、木材、苗

木、堆肥など） 

光熱水費 

石炭、木炭、重油、石油、プロパン、ガソリンなどの

経費 

事業実施会場等において、臨時的に使用する電気、ガ

ス及び水道の使用料 

役務費 

郵便、通信、送料及び運搬に要する経費 

各種証明手数料、クリーニング代等を特定の個人等か

ら役務の提供を受けた場合に支払う経費 

損害保険などに要する経費 

委託料 

事業を周知するためテレビ、ラジオ、新聞雑誌等に広

告する場合に要する経費 

文書、図面、用紙、パンフレット、ポスター等の印刷

及び製本を依頼するために要する経費 

事業者が直接実施することができないもの又は適当で

はないものについて、他の事業者に外注するために必

要な経費 

使用料及び賃借料 
賃貸借契約に基づいて、その対価として支払う経費

（備品、土地、建物等の借上料など） 

謝金 

講習会、研修会等の講師への謝礼（交通費及び宿泊費

を含む。ただし、グリーン車など特別に付加された料

金を除く。） 

  



備品購入費 

その性質形状を変えることなく、比較的長く使用し、

かつ保存できる物品の購入に要する経費（単価が１万

円以上のもの） 

備品の全部又は一部に修理を加えることでその使用価

値、効用が増加すると認められる経費 

工事請負費 

事業者が直接実施することができない又は適当ではな

い工事について、他の事業者に外注するために必要な

もののうち、事業の大部分を占める経費 

※備品購入費、工事請負費及び１件あたり５万円以上の支出は原則見積書を徴す。 

 

別表２（第４条関係） 

項目 補助対象経費 

借上バス又はレンタカー ・車両の借上料 

・車両のガソリン代 

・高速道路料金等 

・駐車場料金 

公共交通機関（１人あたり） ・公共交通機関の運賃 

個人が所有する自家用自動車

（１台あたり） 

・全路程の距離１㎞につき３７円 

・高速道路料金等 

・駐車場料金 

 

別表３（第４条関係） 

項目 補助対象経費 

刈払機、動力噴霧器又はチェーンソ

ー等の機械類 

１日１台あたり２，０００円を上限と

する。 

軽トラック等の貨物自動車 １日１台あたり３，０００円を上限と

する。 

小型トラック又は中型トラック等の

貨物自動車 

１日１台あたり５，０００円を上限と

する。 



フォークリフト、クレーン付トラッ

ク又はバックホー等の特殊自動車 

１日１台あたり１０，０００円を上限

とする（オペレーター費を含む）。 

 

別表４（第４条関係） 

項目 補助対象経費 

講師、出演者等への謝礼 １人１回あたり４３，５００円を上限と

し、交通費及び宿泊費の実費額を加えて支

給することができる。 

区域内住民による市民講師への

謝礼（外部からの招へいが困難

かつ専門的な指導や講義が必要

な場合に限る。） 

１人１時間あたり２，６００円を上限とす

る。 

会議が出演を依頼した区域内の

園児、児童又は生徒による発表

等に対しての謝礼 

１人１回あたり５００円を上限とし、金券

を除く物品による提供とする。 

 

別表５（第５条関係） 

項目 補助対象経費 

イベント等の準備又は運営従事者

並びにボランティア従事者 

飲料水の提供とする。ただし、不特定多

数者へ配布するものを除く。 

イベント等の参加者 対象外経費とする。 

 


